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運転再開までのステップ（イメージ）
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[高浜発電所３･４号機運転再開工程]
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◆新たなしくみによる対応 （福島第⼀原⼦⼒発電所事故後）
u法的に運転期間を４０年とし、認可を得れば１回に限り最⼤２０年の運転期間の延
⻑ができる運転期間延⻑認可制度が設けられた。
運転期間延⻑のためには、６０年を想定した劣化に対する評価だけでなく、
最新の新規制基準への適合が必要。 ⇒さらなる安全性向上対策の実施

40
年
運
転
延
長

経年劣化対応

新規制基準対応等

○安全上重要な設備・機器全てについて、部品レベルに展開し、想
定される劣化事象について、６０年を想定した劣化評価を実施し
健全性を確認するとともに、⻑期の保守管理⽅針を策定。
○取替が困難な、原子炉容器、原子炉格納容器、コンクリート構造
物については、特別点検を実施し、点検結果を踏まえた健全性評
価を⾏って、改めて60年運転に問題がないことを確認。

○基準への適合のため以下の対策工事を実施
Ø 重大事故等対策、自然現象（地震、津波、⻯巻等）に対する
備え

Ø 上記に加えて以下の対策工事を実施
・事故時の被ばく低減対策（格納容器上部遮へい設置）
・ケーブル火災対策 など

○最新の技術導入
・中央制御盤の視認性、操作性等の向上 など

運転期間法制化への対応 2



○特別点検（H26.12〜H27.4)の結果

高浜1,2号機における特別点検の結果

特別点検の結果、異常がないことを確認した。

炉内計装筒

炉⼼領域
（⺟材及び溶接部）

⼀次冷却材
ノズルコーナー部

原子炉容器点検 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物点検

原子炉格納施設
原子炉補助建屋 等

原子炉格納容器点検
原子炉格納容器鋼板 外部遮蔽壁

内部ｺﾝｸﾘｰﾄ

原子炉格納施設基礎

原子炉補助建屋

内部ｺﾝｸﾘｰﾄタービン建屋（タービン架台）

溶接部及び
内面

対象機器 実施結果

原子炉容器 ⽬視での念⼊りな点検や、超⾳波や電流を使って「ひび」や「割れ」などの⽋陥がないことを確認

原子炉格納容器 表⾯の塗装状態を⽬視で念⼊りに確認し「塗装のはがれ」や「腐⾷」などの⽋陥がないことを確認

コンクリート構造物 原⼦炉格納施設等から温度など使⽤状況が厳しい箇所を中⼼に号機ごとに約１５０本のコンクリートのサ
ンプルを取り出し、性質の変化状態（「中性化深さ」など）および強度に問題がないことを確認
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平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成３１年度〜

高浜
1,2
号機

特別点検

▼

設置変更許可申請

▼
開始

H26.12.1

原⼦炉設置変更許可

②運転期間延⻑審査
▼
申請

H27.4.30
▼

認可
H28.6.20

高浜発電所１，２号機の審査経緯

新規制基準の適合における許認可（①）に加え、６０年までの運転期間延⻑について認可（②）

①新規制基準適合審査

H27.3.17
▼

H27.7.3
工事計画認可申請 H28.4.20

▼

工事計画認可
H28.6.10
▼

○平成２８年４⽉２０⽇ 原⼦炉設置変更許可
○平成２８年６⽉１０⽇ 工事計画認可
○平成２８年６⽉２０⽇ 運転期間延⻑認可

格納容器上部遮蔽設置工事
海水取水設備移設工事
火災防護対策工事 等

使用前検査

再
稼
動

現在、安全性向上対策工事中
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（現時点）

○平成３１年秋：⾼浜発電所１号機⼯事竣⼯予定
○平成３２年春：⾼浜発電所２号機⼯事竣⼯予定



基準地震動の⾒直し(550ガル→700ガル）を踏まえ、強固な岩盤上に海水管を移設し、海水管が
設置されている地盤の支持性能を向上。

高浜2号機 海水取水設備移設工事

：既設海水管ルート ：新設海水管ルート案（海水管トンネル） ：海水ポンプ室

新設海水管トンネル

新設海水管

地表

約
30
m

約
6
m

約6m

2号機
原子炉
格納容器

1号機
原子炉
格納容器

２号機
原子炉
補助建屋

１号機
原子炉
補助建屋

中間建屋

２号タービン建屋 １号タービン建屋

中間建屋

２号機 海水ポンプ室

トンネル、配管敷設（案）

２号機 海水管

【施工前後イメージ】

既設海水管

堆積層

岩盤

(移設)
A

A’

A-A’矢視
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火災防護対策工事

○安全機能を有する機器に使用されている非難燃ケーブルについては、難燃ケーブルへの引替（約1,300km
の約６割）や不燃材の防⽕シート施⼯による防⽕措置を実施する。
○⽕災の影響軽減のため、異なる種類の⽕災感知器やハロン消⽕設備、スプリンクラー等を追加設置する。

火災感知器、スプリンクラーの設置

火災感知器

スプリンクラーヘッド

ハロン消火設備の設置

ハロン消火剤
ノズル

ポンプ

⽕災感知器、消⽕設備設置例

非難燃ケーブル使用箇所への対応

防火措置の施工（防火シート）
ケーブルトレイ

防火シート

結束ベルト

○防火シートの性能確認
・ケーブルへの燃焼拡大
不燃材で覆われ、ケーブル(可燃物)
に直接、火炎は触れない。

・ケーブルの延焼
防火シートで覆われ、ケーブル延焼に
必要な酸素供給が抑制される。

・ケーブルからの燃焼拡大
ケーブルが露出しないので、ケーブルが
燃えたとしても、周囲へ燃焼が拡大しない。
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【スプリンクラー消火設備】

【煙感知器】 【熱感知器】 【炎感知器】

【ガス消火設備（局所）】

火災の態様を踏まえ各種の火災感知器を追加設置します。
煙感知器・・・ 施設全域
熱感知・・・・・ 隔壁、筐(きょう)体等により火災が遮られるケーブル、電気盤
炎感知器・・・ 火炎が機器外に出るポンプ類、密集している電源盤



格納容器上部遮へい設置工事
○格納容器上部にドーム状の鉄筋コンクリート造の遮へいを設置する。
○外部遮蔽壁の増厚ならびに補強を実施する。

工事に伴い
大型クレーンを設置

①外部遮へい壁頂部の撤去 ③上部遮へいの設置

アニュラス

格納容器

E.L.＋１７．０ｍ

E.L.＋約 ８８ｍ

約 ４４ｍ
外部遮へい壁頂部の
撤去

上部遮へいの設置

外部遮へい壁上部の
補強（鉄筋追加）

外部遮へい壁下部の補強
（鉄筋追加・壁増厚）

外
部
工
事

内
部
工
事

上部遮へい

E.L.＋３２．０ｍ

①

③

②

②

②外部遮へい壁の補強
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8クレーン倒壊事故の概要と原因

【原因】
・発電所構内の風が急に強まり、瞬間風速４０ｍ／秒以上の風によって、クレーンが倒壊
しました｡

【反省点】
1.⼯事⽤資機材管理について、弊社⾃⾝の関与が不⾜していた。
2.⼟⽊建築⼯事実施時の原⼦⼒施設に対する影響について、チェックが不⾜していた。
3.自然現象に対するリスク管理ができていなかった。

【概要】
平成29年1月20日21時49分、
高浜発電所1,2号機において安全
性向上対策工事のための大型
クレーン4台のうち1台のクレーンが、
強風により2号機原子炉補助建屋
ならびに燃料取扱建屋へ倒れました。

点検の結果、建屋の手すり壁、配管
の保温材等に損傷が認められました
が、安全上重要な設備等に異常が
ないことを確認しました。 原子炉補助建

屋 燃料取扱建屋

原子炉格納容器

待機状態



高浜発電所におけるクレーン倒壊事故に対する再発防止対策について

再発防止対策
①弊社自身の関与 ○発電所内のあらゆる工事について、弊社社員が工事計画段階でのチェック、現場における弊社要

求事項の履⾏確認・指導を責任をもって実施する｡
②チェックの多重化 ○土木建築工事の計画書類の審査では 所管部署の審査に加え、新たに配置した 副所⻑(土木建

築)による確認、および原⼦⼒安全の社内専⾨家の視点によるレビューを追加した｡
(トリプルチェック)

○土木建築工事の現場において、所管部署の現場確認に加えて、新たに配置した副所⻑(土木建
築)による現場確認および発電所幹部による現場確認を追加した｡ (トリプルチェック)

③リスク管理 ○２４時間先の気象予報システムを導入・活用し、警報発生前にクレーンを地面に倒す等の安全措
置を早い段階で実施する｡なお、⾵速に関わらず、毎⽇作業終了後には、必ずクレーンジブをたたむこ
ととした｡
○気象悪化等が予想される場合には、発電所⻑を本部⻑とする警戒準備体制を設置し、必要な安
全措置を確実に実施する｡

○⼯事の危険性を議論し、対策を検討するリスクレビュー会議を設置した。
○今後の１･２号機の安全対策に万全を期すため、土木建築要員(27名⇒32名)、機械・電気設備
の保修要員(+30名)を増員した。

類似事故の防止 ○３発電所で実施中の全ての工事(1,516件)に対し、安全管理の現場確認を⾏い、295件の是
正・改善を実施した。
※今回の総点検では、安全上重要な機器に対する安全確保、⽕災防護、労働災害防⽌、⼯事管理体制にまで幅を広げた
点検 を実施。

※295件の是正・改善事項を事例集として情報共有。
○弊社社員の現場における気付きや問題点を上層部に上げる仕組みの再徹底を実施した｡

・今回の事故を教訓に、⼗分な対策ができていなかったことを認識･反省し、全ての現場について、再発防
止を徹底してまいります。
・発電所の安全確保の第⼀義的責任は、原⼦⼒事業者である、弊社にあることを肝に命じ、原⼦⼒事業
本部⻑が先頭に⽴って、安全を最優先に発電所の運営を⾏ってまいります。
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高浜発電所３，４号機の運転再開への対応

・高浜発電所３，４号機の運転再開にあたっては、現場の体制を強化し、安全を
最優先に作業を進めます。

・平成２９年５⽉22日、当社は、高浜発電所４号機の発電を再開しました。また、
高浜発電所３号機についても、現在、運転再開に向けて準備を進めています。

・運転再開にあたっては、万が一に備えた発電所の初動対応常駐要員を増員（通常
７０名→今回８５名）するとともに、集中的な現場パトロール（130名/10班）を
実施しています。

・今回の運転再開が原⼦⼒に対する信頼を得ていくための重要な段階であることを肝
に銘じ、体制の強化とともに、⼀つひとつの作業を確実に⾏ってまいります。
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その他の設備の性能

電源の信頼性

火災に対する考慮

自然現象に対する考慮

耐震・耐津波性能

その他の設備の性能

電源の信頼性

火災に対する考慮

自然現象に対する考慮
（⽕⼭・⻯巻・森林⽕災を新設）

炉心損傷防止対策
（複数の機器の故障を想定）

格納容器破損防止対策

放射性物質の拡散抑制対策

意図的な航空機衝突への対応

重大事故対策を新設

設計基準の強化または新設

地震・津波への設計基準の強化

＜従来の規制基準＞ ＜新規制基準＞

テロ対策を新設

事業者の自主保安

原⼦⼒規制委員会 ＨＰ掲載資料を基に作成
耐震・耐津波性能

原⼦⼒発電所の新規制基準

重大事故（シビアアクシデント）を
防止するための基準

重大事故（シビアアクシデント）を防止するための設計基準を強化するとともに、
万が一、重大事故やテロが発生した場合に対処するための基準を新設(H25.7.8)

参考1




